
【資料１】 

芳香族アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討会 

開催要綱 

 

１ 開催目的 

今般、福井労働局管内の化学工業製品製造工場において、染料・顔料の中間体を製造

する過程で、オルト－トルイジン等化学物質を取り扱う業務に従事した労働者等から、

使用した化学物質が原因で膀胱がんを発症したとして労災請求がなされた。 
      がん原性を有する化学物質を取り扱う業務に従事した者に発症した尿路系腫瘍（膀胱

がんを含む。）については、労働基準法施行規則別表第１の２第７号及び同表第 10 号

に基づく告示（以下「別表等」という。）に個別の原因物質名を列挙しており、昭和 51
年８月４日付け基発第 565 号「芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体による疾病の

認定基準について」（以下「通達」という。）に基づき業務上外の判断を行っているとこ

ろであるが、オルト－トルイジンを取り扱う業務による尿路系腫瘍については、別表等

に明記されておらず、前記通達の記の３により、りん伺の上、厚生労働本省においてそ

の因果関係を判断する必要がある。 
   そこで、労働者が従事した業務と膀胱がん発症との因果関係について専門的な見地か

ら検討するため、厚生労働省大臣官房審議官（労災、賃金担当）が、医学、化学、労働

衛生工学の専門家に参集を求め、意見を徴し、当該事案への的確な対応を図ることとす

る。 
 

２ 検討会の構成及び検討対象 

（１）検討会の構成 

ア 本検討会は、別紙の医学、化学、労働衛生工学の専門家を参集者とする。 

イ 本検討会には、座長をおき、検討会を統括する。 

ウ 本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼す

ることができる。 

（２）検討対象 

ア 本検討会では、オルト－トルイジン等を取り扱う業務に従事した労働者に発生し

た膀胱がんに係る事案について検討するものとする。 

イ 本検討会は、検討結果が取りまとめられた時点において終了するものとする。 

 

３ その他 

（１）本検討会は、個別事案について取り扱うため非公開とする。 

（２）本検討会に参集した者は、本検討会で知ることのできた秘密を漏らしてはならない

ものとし、検討会終了後も同様とする。 

（３）参集及び検討会運営に関する庶務は、厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対策

室において行うこととする。 

 

附則 本要綱は、平成 28 年５月 31 日から施行する。 
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